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第１章 総則 

 

第１節 目的 

この給水装置工事施行指針（以下「施行指針」という。）は、給水装置工事

（以下「工事」という。）の設計と施工および管理を適正かつ合理的に行う 

ため、水道法および秋田市水道事業給水条例等の規定に基づき、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（解説） 

この施行指針において条例等とは、主に次のものをいう。 

１ 「法」 

水道法をいう。 

２ 「施行令」 

水道法施行令をいう。 

３ 「施行規則」 

水道法施行規則をいう。 

４ 「条例」 

秋田市水道事業給水条例をいう。 

５ 「施行規程」 

秋田市水道事業給水条例施行規程をいう。 

６ 「要綱集」 

秋田市上下水道局（以下｢局｣という。）要綱集をいう。 

７ 「基準省令」 

給水装置の構造および材質の基準に関する省令をいう。 

 

 

第２節 給水装置の定義 

給水装置の定義は以下のとおりとする。 

（１） 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設し 

た配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具

をいう。                 （法第３条第９項）（条例第４条) 

（２） 「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 

（法第３条第 11 項） 

（３） 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター（以下「メータ 

ー」という。）、給水栓等をもって構成する。   （施行規程第６条） 

 

（解説） 

１ 「給水管」とは、水道事業者が管理する配水管から各需要者に水を供給 

するために設けられた管、又は他の給水管から設けられた管をいい、 
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「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造で接続 

している弁類等、および有圧のまま給水できる給水管の末端に設けられる 

給水栓、湯沸器などの給水用具をいう。 

ただし、配水管から分岐した給水管に直結していないゴムホース等容易 

に取外し可能な用具は直結する給水用具ではない。また、吐水口空間によっ 

て配水管を流れる水との水理的な一体性が失われる、受水槽以下の給水管

や給水用具は給水装置ではない。つまり、「給水装置」は、給水システム

として設備された後の給水管や給水用具の総体をいうのであって、工場生

産段階の管や用具そのものではない。 

２ 「給水装置の設置又は変更」とは、給水装置を新設、改造および修繕、 

廃止するための工事全体をいい、１で述べたように工場生産段階の管や用 

具そのものは給水装置ではなく、製造された給水管や給水用具を用いて現 

場で行う工事が給水装置工事である。 

 

第３節 適用範囲 

この施行指針は、秋田市指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」 

という。）が行う工事について適用する。 

（法第 16 条の２第１項）（条例第９条の２第１項） 

 

（解説） 

法第 16 条の２第１項給水装置の構造および材質が政令で定める基準に適合

することを確保するため、工事を適正に施行することができると認められる者

の指定をすることができる。条例第９条の２第１項配水管への取付口から水道

メーターまでの給水装置に用いようとする給水管および給水用具についてそ

の構造および材質を指定することができる。 

 

 

第４節 給水装置の種類 

給水装置は、次の２種類とする。             (条例第５条) 

（１） 専用給水装置  １世帯又は１箇所で専用するもの。 

（２） 私設消火栓  消防用に使用するもの。 

 

（解説） 

１ 専用給水装置は、一般家庭の世帯数に応じて使用する給水装置又はマン 

ション（アパート含む）、事務所等で使用する給水装置をいう。 

２ 私設消火栓は、消防法により規制されるもので、消防又は消防演習の場 

合のほか、使用してはならない。ただし、秋田市上下水道事業管理者（以 

下「管理者」という。)が特別に認めた場合は､この限りでない。又は消防 

以外に使用する場合は、管理者が指定する市職員の立会いがなければなら 

ない。                     （条例第 22 条第１項、２項） 
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３ 私設消火栓の新設は、管理者が特に認めた場合に限り設置することがで 

きる。 

 

第５節 工事の種類 

工事の種類は新設、改造、修繕、又は撤去の工事である。 （条例第９条） 

 

（解説） 

工事の種類は、次のとおりとする。 

１ 新設工事とは、水道のない土地又は家屋に新たに給水装置を設置するもの

である。 

２ 改造工事とは、給水装置の原形を変える給水管および給水用具の変更、増

設、改良、布設替を行うものである。 

３ 水洗化工事とは、公共下水道等や浄化槽へ接続するため、便所を水洗にす

る工事をいう（トイレの手洗い設置含む）。 

４ 臨時工事とは、売店、興業、工事用水、仮設事務所等で臨時的に使用する

工事をいう。 

５ 撤去工事とは、給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取外す

工事をいう。 

６ 取出し工事とは、給水管を取出しする工事をいう。 

７ 修繕工事とは、給水用具の取替えおよび既設給水装置の破損箇所を修理す

る工事をいう。ただし、次の場合、給水装置工事の申込みを省略できるもの

とし、事前に局と協議のうえ、工事完成後に材料基準適合確認書（様式第

62 号）で報告すること。 

(１)  １ｍ程度の給水管の取替え工事 

(２)  止水栓以降で配管工事が伴わない給水用具の取替え工事 

ア 止水栓や逆止弁の交換 

イ 便器、洗浄便座の交換 

ウ 流し台、洗面台、洗面ユニット、システムキッチンの交換 

エ 湯沸かし器、給湯器の交換 

オ 上記以外の軽微なもの 

（３） ３ｍ以内のメーター移動工事（管種・管径を変えないこと。） 

工事完成後にメーター移動届（様式第１号)および平面図(Ａ３)を提出す

ること。 

８ その他とは、消火栓設置工事等である。 
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第６節 工事費の負担 

工事費は、工事申込者の負担とする。 

 

（解説） 

工事申込者は、条例第８条（新設等の費用負担）の工事費を負担しなけれ 

ばならない。 

注）条例第８条（新設等の費用負担）は、給水装置の新設、改造、修繕又は 

撤去に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必 

要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することで 

きるとしている。 

 

第７節 指定給水装置工事事業者制度 

工事を行う者は、管理者の指定を受けた工事業者でなければならない。 

 （条例第９条の１) 

 

（解説） 

１ 管理者は、法第 16 条の２第１項の指定の申請をした者が、法第 25 条の 

３で規定する指定の基準に適合していると認めるときは、指定しなければ 

ならない。              （様式第２号、第３号、第４号） 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定工事業者の施行した工 

事に係るものでないときは給水停止ができる。 

           （法第 16 条の２第３項、条例第 38 条第１項第２号） 

注）条例第 38 条第１項第２号によれば、給水装置の新設等（給水契約含む） 

の申込みは管理者の承認を受けなければならない。 

３  指定工事業者でなくても施行できる工事は､法第 16 条の２第３項および 

施行規則第 13 条で定める給水装置の軽微な変更で、単独水栓の取替え 

および補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具 

の部品の取替え（配管を伴わないものに限る。）とする。 

 

第８節 指定工事業者の事業運営の基準等 

１ 事業の基準 

指定工事業者は、次に定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に 

従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。 

      （法第 25 条の８) 

(１)  工事ごとに、選任した給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」

という。）のうちから、当該工事の職務を行う者を指名すること。 

(２)  配水管への取付口からメーターまでの工事を施工する場合は、適切

に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に

当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。 
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(３)  あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件

に適合するように当該工事を施工すること。 

(４)  主任技術者およびその他の工事に従事する者の技術向上のために、

研修の機会を確保するよう努めること。 

(５)  次の行為を行わないこと。 

ア 施行指針に適合しない給水装置を設置すること。  

イ 切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。 

(６)  施工した工事ごとに、当該工事に指名した主任技術者に次の記録を

作成させ、作成の日から３年間保存すること。 

ア  施主の氏名又は名称 

イ  施工の場所 

ウ  施工完了年月日 

エ  主任技術者の氏名 

オ  竣工図 

カ  工事に使用した給水管および給水用具に関する事項 

キ  給水装置の構造・材質が施行令で定める基準適合の確認方法およ 

びその結果 

(７)  秋田市指定給水装置工事事業者研修に関する実施要綱に従い、定期 

的な研修を受講しなければならない。 

注：(１)～(６)は施行規則第 36 条（事業の運営の基準） 

２ 違反行為等への処分 

指定工事業者に違反行為等があった場合、｢秋田市指定給水装置工事事業

者の処分に関する要綱｣に基づき、厳正な処分を行うことになるため、十分

留意しなければならない。 

３ 変更の届出等 

指定工事業者は、指定申請の事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、

休止しもしくは再開したときは、管理者に届け出なければならない。 

（様式第５号、第６号）（法第 25 条の７） 

４ 主任技術者の選任 

指定工事業者は、法第 16 条の２の指定を受けた日から２週間以内に主任 

技術者を選任しなければならない。（様式第７号)（施行規則第 21 条第１項） 

５ 個人情報の保護 

  工事の施工に伴う個人情報は､個人情報の保護による法律および個人情報

の保護に関する法律を遵守し､個人の権利・利益を侵害することのないよう

適正に取り扱わなければならない。 

 

（解説）  

１ 指定工事業者は、施行規則第 36 条に規定する事業運営の基準に従って事 

業を行わなければならない。 

２  配水管への取付口からメーターまでの工事を適切に行う技能を有する者

とは、次の(1)～(4)のことをいう。なお、いずれの場合も、配水管への分水

栓の取付け、配水管のせん孔、給水管の接合等の経験を有している者。また、
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せん孔業務については、第 13章第４節の「サドル付分水栓せん孔資格」(P133)

に記載する資格を有する者とする。 

(1)  水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配

管工。（配管技能者、その他類似の名称のものを含む。） 

(2)  職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 44 条に規定する配管技

能士。 

(3)  職業能力開発促進法第 24 条に規定する都道府県知事の認定を受けた職

業訓練校の配管科の課程の修了者。 

(4)  財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の

課程を修了した者。 

３  指定工事業者が３年間保存しなければならない工事に係る記録について 

は、特に様式の定めはなく、申込書の写しを活用するなど、事務の遂行に最

も都合がよい方法で保存すること。 

４ 指定工事業者は、施行規則第 36 条に規定する事項に変更があったときは、

関係書類を添えて、次の区分により管理者に届け出なければならない。 

                           （施行規則第 35 条) 

(１) 変更の届出は、変更のあった日から 30 日以内。      （様式第５号) 

(２)  事業の廃止・休止の届出は、廃止・休止の日から 30 日以内。 

（様式第６号） 

(３)  事業の再開の届出は、再開の日から 10 日以内。       （様式第６号） 

５ 選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日か 

ら２週間以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出しなければな 

らない。                       （様式第７号）（施行規則第 21 条第２項） 

６ 一事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないよ 

うにしなければならない。ただし、職務に支障がないときはこの限りでない。

（施行規則第 21 条第３項） 

 

 

第９節 主任技術者の職務と役割 

１ 主任技術者の職務   
主任技術者は、次の職務を誠実に行わなければならない。 

（法第 25 条の４第３項） 

(１) 工事に関する技術上の管理 

(２) 工事に従事する者の技術上の指導監督 

(３) 給水装置の構造・材質が施行令第６条に適合していることの確認  

（法第 16 条） 

(４) その他国土交通省令で定める職務。 

２ 工事従事者の職務 

工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなけ 

ればならない。                 （法第 25 条の４第４項） 
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（解説） 

１ 本文１の(３)の給水装置の構造・材質は、施行令第６条に適合するものと

し、次の各号に掲げるとおりである。 

（１）  配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30cm 以上離

れていること。 

（２） 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の 

使用量に比し、著しく過大でないこと。 

（３） 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されてい 

ないこと。 

（４） 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染 

され、又は漏れるおそれがないものであること。 

（５） 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられているこ 

と。 

（６） 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

（７） 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水 

水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講 

じられていること。 

２ 本文１の(４)のその他国土交通省令で定める職務とは、管理者と次の各号

に掲げる連絡又は調整を行うことである。         （施行規則第 23 条）  

（１） 配水管から分岐する工事をする場合は、配水管の布設位置の確認に関 

する連絡調整 

（２） （１）の工事および配水管への取付口からメーターまでの工事を施工 

する場合の工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整 

（３） 工事を完了した旨の連絡 (施行規則第 13 条の軽微な変更を除く) 

３ 主任技術者は、構造・材質基準に適合し、かつ、申込者が望む工事を完 

成させるため工事現場の状況、工事内容に応じて必要となる工種およびそ 

の技術的な難易度、関係行政機関等との間の調整と手続き等を熟知してい 

なければならない。 

４ 主任技術者は、配管工等工事に従事する従業員等の関係者間のチームワ 

ークとの相互信頼関係の要とならなければならない。 

 

 

第 10 節 管理 

給水装置の管理は、所有者および使用者（以下「所有者等」という。）が 

行わなければならない。                  （条例第 23 条、条例第 24 条） 

 

（解説） 

給水装置は、所有者等が自らの費用により設置したもので、その管理責任

は所有者等にあり、条例第 23 条（水道使用者等の管理責任）および第 24 条

（メーターの保管）を遵守しなければならない。 



  
 
 
 
 
 
 

指  定  編 
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第２章 指定工事業者の手続きについて 

 

第１節 指定工事業者の指定等の手続きについて 

指定工事業者は、法第 16 条の２第１項により指定の申請を行い、指定に当 

たっては法第 25 条の３で規定する指定の基準を満たす者でなければならない。 

なお、令和元年 10 月１日より水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、

有効期間５年の指定の更新制度が導入され、更新手続が必要となる。 

 

第２節 指定等の手続きの概要             

指定工事業者の指定、更新および再開の手続は以下のとおりとする。 
 

           指定工事業者申請者 

                 

                     

            申 請 書 提 出       書類不備  

       

       
     

 

                            

 

                              
 

           書類不備 

                

 

         

  

 

        

                             

         

 

 

事 業 者 証 発 行    

主任技術者の選任         

２週間以内で選任すること。（同時申請可能） 

 （様式第７号）

 

指定工事業者指定完了  

指 定 工 事 業 者 認 定  

書   類   審   査  

告                   示  

書類訂正  

新規の場合：様式第２、３、４号  
更新の場合：様式第２、３、４、75 号  
再開の場合：様式第６号（廃止、休止も同様式）  
指定および更新手数料納付（再開の場合は不要）  
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第３節 申請手順 
指定工事業者の指定を受けるためには、下記の手順により申請書等に記入 

し、さらに主任技術者を選任しなければならない。 

１ 指定および更新申請書類 

（１）指定給水装置工事事業者指定申請書   （記載例１）様式第２号 P11 

（２）機械器具調書                       （記載例２）様式第３号 P12 

（３）誓約書                             （記載例３）様式第４号 P12 

（４）給水装置工事主任技術者選任・解任届出書  

（記載例４）様式第７号 P13 

（５）指定給水装置工事事業者指定更新時確認書（指定更新のみ。以下「更 

新時確認書」という。）（記載例８）様式第 75 号 P17 

２ 主な添付書類 

（１）法人等の場合 

ア 定款（社団法人等）又は寄附行為（財団法人等）１部 

イ 登記簿謄本１部  

（２）個人の場合 

住民票の写し１部 

（３）給水装置工事主任技術者証又はその免状の写し１部 

（４）外部研修の受講実施履歴等および配管技能の資格を証明する資格者 

等の写し（指定更新のみ） 

３ 指定手数料  

お客様センター又は指定金融機関で納付した指定手数料（10,000 円。更 

新も同額）の領収書を提示すること。 

 なお、指定手数料については秋田市水道事業給水条例第 34 条第１項第３ 

号、更新手数料については同条例第 34 条第１項第４号の規定に基づくもの 

である。 

４ 廃止・休止・再開時の申請書類 

（１）指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書  
（記載例５）様式第６号 P14 

（２）給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（記載例４）様式第７号 P13 

 

第４節 指定工事業者の指定事項の変更および廃止等の手続について 
指定工事業者は、法第 25 条の７により下記の事由が発生した場合、施行規

則第 34 条の定めるところにより、速やかに上下水道局に届出なければならな

い。また、主任技術者に異動事由が発生した場合は、法第 25 条の４第１項お

よび第２項により、選任又は解任を届出なければならない。 

（１）事業所の名称および所在地その他国土交通省令で定める事項に変更 

があったとき 

（２）給水装置工事の事業を廃止したとき、又は休止するとき 

（３）給水装置工事の事業を再開するとき 



10 

第５節 指定工事業者の更新手続について  

法第 16 条の２第１項の指定は、法第 25 条の３の２に基づき、５年ごとに 

その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うことから、 

更新申請が必要となる。 

また、初回の更新時期については、法令および政令の規定に基づき、従前の 

制度での指定を受けた日によって、更新までの指定の有効期間が異なるため、 

下表の該当する期間内に手続しなければならない。 

なお、指定の更新に当たっては、新規登録申請時の必要書類等に加えて、更 

新時確認書（様式第 75 号）を提出すること。 

更新の申請が行われないまま５年の期間を経過した場合は、廃止の届出がな 

くとも、その効力を失う。 

秋田市上下水道局から指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 

平成 10 年４月１日～平成 11 年３月 31 日 令和２年９月 29 日 

平成 11 年４月１日～平成 15 年３月 31 日 令和３年９月 29 日 

平成 15 年４月１日～平成 19 年３月 31 日 令和４年９月 29 日 

平成 19 年４月１日～平成 25 年３月 31 日 令和５年９月 29 日 

平成 25 年４月１日～令和 元年９月 30 日 令和６年９月 29 日 

令和元年 10 月１日以降 指定日から５年を超えない日 

 

（解説） 

１ 指定事項の変更の場合は、給水装置工事事業者指定事項変更届出書を提出 

すること。                   （記載例６）様式第５号 P15 

２ 指定工事業者の廃止・休止・再開は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・ 

再開届出書を提出すること。          （記載例５）様式第６号 P14   

３ 指定工事業者は、給水装置工事主任技術者を選任・解任したときは、給水 

装置工事主任技術者選任･解任届を提出すること。(記載例４)様式第７号 P13 

 ４ 休止とは、指定有効期間内において、給水装置工事事業を休止することで

あり、休止中に指定有効期間５年を経過した場合、更新申請が行われなけれ

ば、失効となる。 

 ５ 更新時確認書について、指定事業者又は主任技術者が講習会や研修会へ参

加していないほか、技能を有する者が不在の場合、その更新を妨げるもので

はない。 

 ６ 各様式の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

 

第６節 指定工事業者の事業者証の再交付について  

指定工事業者は、施行規程第８条の１第４項により、事業者証を汚損し、 

又は紛失したときは、再交付を申請することができる。 

 

（解説） 

１ 再交付の場合は、申請書を提出すること。（記載例７）様式第 59 号 P16 
２ 様式の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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（記載例１）様式第２号 

（表  面） 

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 申 請 書  

 

                              ○○年○○月○○日 

 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者 

 

               申請者 氏名又は名称 ○ ○ 水 道 （株） 

                     住     所 〒（○○○―○○○○）  

                       秋田市川尻○○町○○番○○号        

                  フ リ ガ ナ  スイドウ タロウ     

代 表 者 氏 名  水 道  太 郎   

                  電 話 番 号 ０００－０００－００００ 

水道法第 16 条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので、 

同法第 25 条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。 

役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名 

氏
ﾌ  ﾘ

          名
ｶ ﾞ ﾅ

 氏
ﾌ ﾘ

     名
ｶ ﾞ ﾅ

 

  

水道
ｽ ｲ ﾄ ﾞ ｳ

 一郎
ｲ ﾁ ﾛ ｳ

 

                     (1) 

水道
ｽ ｲ ﾄ ﾞ ｳ

 二郎
ｼ ﾞ ﾛ ｳ

 

 

 

 

 

 

事 業 の 範 囲 

・ 給水装置工事          (2) 
 

・ 管 工 事 

                         (3) 
 ・ 水道施設工事 

機械器具の名称、性能および数量 別表のとおり 

(1)法人の場合、役員の氏名のみを記入すること（役職名は不要）。なお、個人の場合、記入不要。 

(2)個人の場合、「給水装置工事」と記入。 

(3)法人の場合、定款、登記簿謄本に記載されている「管工事」又は「水道施設工事」等と記入すること。 

 

（裏  面） 

 

当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称 

 

秋 田 水 道 （株） 

 
上記事業所の所在地 

 

秋田市川尻○○町○○番○○号  

 
上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名  

 

給水装置工事主任技術者免状の交付番号 

 
 水 道 三 郎 

 水 道 四 郎  

 
 第 ○○  号 

 第 ○○  号  

（注）免状の交付番号が確認できるものを添付してください。  
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（記載例２）様式第３号 

機  械  器  具  調  書 

                                                        ○○年○○月○○日 

種          別 名          称 型    式・性    能 数  量 備  考 

管の切断用の機械器具 

 

 

 

 

管の加工用の機械器具 

 

 

 

接合用の機械器具 

 

 

 

 

 

水圧テストポンプ 

金切りのこ 

パイプカッター 

エンジンカッター 

 

 

やすり 

パイプねじ切り器 

面取り器 

 

トーチランプ 

ガストーチ 

パイプレンチ 

モンキーレンチ 

プライヤー 

 

水圧テストポンプ 

 

切断深度 60mm 

排気量 35.5cc 

 

 

 

15A～100A 

 

３ 

２ 

１ 

 

 

２ 

１ 

１ 

 

１ 

２ 

４ 

５ 

３ 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」、

「水圧テストポンプ」の別を記入すること。 

 

――  ――  ――  ――  ――  ――  ――  ――  ――  ――  ――  ――   

（記載例３）様式第４号 

誓    約    書 

 

 

指定給水装置工事事業者申請者およびその役員は、水道法第 25 条の３第１項第３号イか

らヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓います。 

 

○○年○○月○○日 

 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者 
 

 

                                  申請者 

                        氏名又は名称   ○ ○ 水 道（株） 

                                 住    所   秋田市川尻○○町○◯番◯○号 

                             代 表 者 氏 名   水  道  太  郎   
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（記載例４）様式第７号 

 

 

給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 選 任 ・ 解 任 届 出 書  

 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者  

○○年○○月○○日 

 

                    届出者  業 者 コ ー ド ○○○  

                             指定工事業者 ○ ○ 水 道（株） 

                             代 表 者  水 道 太 郎    

電 話 番 号 ０００－０００－００００ 

 

 

水道法第 25 条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の 

選任・解任を届出します。 

給水区域で給水装置工事の事業 

事業を行う事業所の名称 

 

○ ○ 水 道 株式会社
 

上記事業所で選任・解任する               

給水装置工事主任技術者の氏名 

給水装置工事主任技術者

免状の交付番号 

選任・解任の 

年   月   日 

 

   水 道 三 郎 

   水 道 四 郎 

 

第 ◯○○◯◯◯ 号 

 第 ○○◯◯◯◯ 号 

 

○○年○○月○○日 

○○年○○月○○日
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（記載例５）様式第６号 

 

 
指定給水装置工事事業者（廃止・休止・再開）届出書 

 
 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者  

 

○○年○○月○○日 

 

 

                           届出者 業 者 コ ー ド  ○○○  

                                指定工事業者  ○ ○ 水 道（株） 

                                代  表  者   水 道 太 郎    

電 話 番 号 ０００－０００－００００ 

 

 

水道法第 25 条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の（廃止・休止・再開）を 

届出します。                                                        

フ    リ     ガ     ナ  

氏名又は名称 

○  ○  スイドウ  カブシキカイシャ 

 
○ ○ 水 道 株式会社

  

住        所   秋田市川尻○○町○○番○○号 

フ    リ     ガ     ナ 

代表者の氏名 

  
スイ  ドウ  タ  ロウ 

水  道  太  郎
 

(廃止・休止・再開) 

の年月日 

 

○○年○○月○○日 

(廃止・休止・再開) 

の理由 

 

 廃業の為 
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（記載例６）様式第５号 

 

 

給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 事 項 変 更 届 出 書  

 

 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者 

○○年○○月○○日 

 

 

                        届出者 業 者 コ ー ド ○○○  

                                指定工事業者 ○ ○ 水 道（株） 

                                代  表  者 水 道 太 郎    

電 話 番 号 ０００－０００－００００ 

 

  水道法第 25 条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。 

フ    リ     ガ     ナ  

氏名又は名称 

  
○ ○ スイドウ カブシキカイシャ 

 
○ ○ 水 道 株式会社 

住        所   秋田市川尻○○町○○番○○号 

フ    リ     ガ     ナ 

代表者の氏名 

  
スイ ドウ  タ  ロウ 

水  道  太  郎 

変更に係る事項 変   更   前 変   更   後 変 更 年 月 日 

 

  会社の名称 

 

△△水道施設 

 

○○水道株式会社 

 

○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 
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（記載例７）様式第 59 号 

 

 

給 水 装 置 工 事 事 業 者 証 再 交 付 申 請 書  

 

 

（宛先）秋田市上下水道事業管理者 

○○年○○月○○日 

 

 

                    申請者  業 者 コ ー ド ○○○  

                            指定工事業者 ○ ○ 水 道（株） 

                            代  表  者  水 道 太 郎    

電 話 番 号 ０００－０００－００００ 

 

 

  秋田市指定給水装置工事事業者証の再交付を、次のとおり申請します。 

 フ     リ     ガ     ナ  

氏名又は名称 

  
○ ○  スイドウ カブシキカイシャ 

○ ○ 水 道 株式会社 

住        所 
 

  秋田市川尻○○町○○番○○号 

 フ     リ     ガ     ナ 

代表者の氏名 

  
スイ ドウ タ ロウ 

水  道  太  郎 

 

申 請 理 由 
 

 

 紛失した為  
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                       （記載例８）様式第 75 号 

 

指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 

 

 ○○年○○月○○日 

住 所 ○○○○○○△番△号 

指定工事業者 ○○水道（株）  

代 表 者 氏 名 代表取締役 ○○ ○○  

電 話 番 号 ○○○－○○○－○○○○ 

 

１ 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績（過去５年以内） 

  

 

 

 

 

 

※本市又は（公社）日本水道協会秋田県支部が指定給水装置工事事業者を対象

とした説明会や研修会のうち、過去５年以内の受講実績を記入。 

 

２ 指定給水装置工事事業者の業務内容 

休 業 日 日曜日、祝日、年末年始、お盆、ゴールデンウィーク 

営 業 時 間  月～土曜日 ９時～１７時 

修繕対応時間 要相談 

上記項目の公表について（ 可 ・ 否 ） 

漏水等修繕対応について ※該当するものに全てに○を記入。 

屋内給水装置の修繕 ・ 埋設部の修繕 ・ その他（ 凍結解凍  ） 

上記項目の公表について（ 可 ・ 否 ） 

対応工事種別について ※該当する部分全てに○を記入。 

配水管からの分岐～水道メーターの（ 新設 ・ 改造 ） 

水道メーター～宅内給水装置の（ 新設 ・ 改造 ） 

上記項目の公表について（ 可 ・ 否 ） 

その他 休日、緊急時の連絡先 ０×０－００００－００００ 

上記項目の公表について（ 可 ・ 否 ） 

※公表には、本市ホームページ等への掲載を含む。 

※業務内容に変更が生じた場合は、速やかに届出ください。 

 

 

 

 

 

 

（過去５年以内に受講した講習会名（受講年月日）を全て記入） 

 給排水設備工事業者研修会（Ｈ２８年７月２日） 

 指定給水装置工事事業者研修会（Ｈ２８年２月１５日） 

（未受講の場合、その理由を記載（非公表）） 

 

受講実績の公表について（ 可 ・ 否 ） 
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３ 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績（過去５年以内） 

  外部研修については、受講を証明する書類（受講証等）の写しを添付してく

ださい。なお、自社内研修の場合は添付不要です。 

受講者名（非公表） 研修会名、実施団体 受講年月日 

○○ ○○ 
ｅ－ラーニング 

給水工事技術振興財団 
平成 30 年○月〇日 

△△△ △△ 
△△△に関する業務研修

自社内研修 
平成 29 年△月△日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記内容の公表について（ 可 ・ 否 ） 

※公表には、本市ホームページ等への掲載を含みます。 

※水道法施行規則第 36 条 

 水道法第 25 条の８に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の

運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする（以下抜粋）。 

４ 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水

装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めるこ

と。 

 

（注）受講証明書がある場合は、給水装置工事主任技術者およびその他の給水装

置工事に従事する者の研修受講証明書などの写しを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｅ－ラーニングを実施した場合、受講修

了時に修了年月日が画面に表示されま

すので、その画面を印刷したものを添付

してください。  

ｅ－ラーニングを実施した場合、受講

修了時に修了年月日が画面に表示され

ますので、その画面を印刷したものを

添付してください。  

氏名は非公表です。  
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４ 過去１年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができ

る技能を有する者の状況 

  過去１年以内の実績がない場合は、直近の状況を記載してください。 

配水管からの分岐から水道メーターの工事を施行しない場合は、ページ下段

にある□に✓を付けてください。 

技 能 を 有 す

る 者 の 氏 名

（非公表） 

 

配水管への分水栓の取

付・せん孔、給水管の接

合 、 い ず れ の 経 験 も 有

するか（○×を記入） 

資格等を有しているか 工事

年度 （○×

を記入） 
保有している資格等 

○○ ○○ ○ ○ 
一級技能検定合格

者 
 

△△△ △ ○ ○ 
給水装置工事配管

技能検定合格者 
 

□ □□□ ✕ 
  

 

 

 

    

 

 

    

上記内容の公表について（ 可 ・ 否 ） 

※水道法施行規則第 36 条 

水道法第 25 条の８に規定する国土交通省令で定める給水装置工事の事業の

運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。（以下抜粋） 

２ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付

口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他

の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に

作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事

に従事する他の者を実施に監督させること。 

 

□「配水管からの分岐～水道メーター」の工事を施行しないため該当なし 

 

（注）法第 25 条の８および法施行規則第 36 条の２号に規定する「適切に作業を

行うことができる技能を有する者」が保有している資格証などの写し（国家

資格合格証書や修了証書、その他技能者証など）を添付してください。 

氏名は非公表です。  

資格を有していなくても、  
経験を有していれば記入  

氏名は非公表です。  

 








































































